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平
成
27
年
４
月
１
日
（
基
準
日
）
に
お
い
て
、「
恩
給
法
に
よ
る
公

務
扶
助
料
」
や
「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
遺
族
年

金
」
等
を
受
け
る
方
（
戦
没
者
等
の
妻
や
父
母
等
）
が
い
な
い
場
合
に
、

次
の
順
番
に
よ
る
先
順
位
の
ご
遺
族
お
一
人
に
支
給
。

【
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺
族
で
】

１　

平
成
27
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援

護
法
に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
方

２　

戦
没
者
等
の
子

３　

戦
没
者
等
の
①
父
母　

②
孫　

③
祖
父
母　

④
兄
弟
姉
妹

　

 

※
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、
生
計
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と

等
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
り
、
順
番
が
入
れ

替
わ
り
ま
す
。

４　

上
記
１
か
ら
３
以
外
の
戦
没
者
等
の
三
親
等
内
の
親
族

（
甥
、
姪
等
）

 

※
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続
き
１
年
以
上
の
生
計
関
係

を
有
し
て
い
た
方
に
限
り
ま
す
。

　

額
面
25
万
円
、
５
年
償
還
の
記
名
国
債

　

平
成
27
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
30
年
４
月
２
日
ま
で

　
（
請
求
期
間
を
過
ぎ
る
と
第
十
回
特
別
弔
慰
金
を
受
け
る
こ　

と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。）

　

役
場
健
康
福
祉
課
（
６
‐
０
１
０
４
）

　

12
月
分
の
納
期
限
は
12
月
26
日(

月
）
で

す
。　
　

（
定
期
口
座
振
替
日
は
12
月
28
日
（
水
）、

再
振
替
日
は
１
月
10
日
（
火
）
で
す
。

　

納
税
通
知
書
等
で
金
額
を
ご
確
認
い
た

だ
き
今
一
度
、
通
帳
残
高
を
お
確
か
め
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。

　

町
税
等
に
は
納
め
忘
れ
が
な
い
、『
口

座
振
替
』
を
お
勧
め
し
て
い
ま
す
。

　

納
付
等
に
関
す
る
相
談
は
町
民
課
（
６
）

０
１
０
３
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

　

自
治
医
科
大
学
医
学
部
の
学
生
募
集
の
お
知
ら
せ
で
す
。

　

栃
木
県
に
あ
る
自
治
医
科
大
学
は
、
全
都
道
府
県
が
共
同
で
設
立
し
た
学
校

法
人
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
い
る
医
科
大
学
で
、
卒
業
後
に
出
身
県
に
戻
り
、
一

定
期
間
地
域
の
病
院
、
診
療
所
に
勤
務
す
れ
ば
、
授
業
料
な
ど
が
全
額
免
除
さ

れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

　

ふ
る
さ
と
島
根
の
医
療
を
守
る
と
い
う
気
概
に
あ
ふ
れ
た
方
の
申
込
み
を
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　

１
２
３
名
（
島
根
県
か
ら
２
〜
３
名
）

　

平
成
29
年
１
月
23
日（
月
）【
学
力
】、24
日（
火
）【
面
接
】

　

サ
ン
ラ
ポ
ー
む
ら
く
も
（
松
江
市
殿
町
）

   

○
数
学
（
数
学
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
、
数
学
A
・
B
）

 　
　
　
　
　

○
理
科
（
物
理
、
化
学
、
生
物
の
う
ち
２
科
目
選
択
）

　
　
　
　
　

 

○
外
国
語
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
、

　
　
　
　
　
　

英
語
表
現
Ⅰ
・
Ⅱ
）

　
　
　
　

　

平
成
29
年
１
月
４
日
（
水
） 

〜 

１
月
18
日
（
水
）

                

午
後
５
時
必
着
（
１
月
17
日
（
火
）
の
消
印
有
効
）

　

　
　
　
　
　

〒
６
９
０
‐
８
５
０
１　

松
江
市
殿
町
１
番
地

　
　
　
　
　

島
根
県
庁 

医
療
政
策
課 

医
師
確
保
対
策
室　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

T
E
L
：
０
８
５
２
‐
２
２
‐
５
６
９
３

　
　
　
　
　

F
A
X
：
０
８
５
２
‐
２
２
‐
６
０
４
０
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浦郷店　 （６）0528
別府店　 （７）8667

奥出雲産 もち米使用
　　(100%)

予約承り中！

お申し込みは、

１２月２０日頃
までにお願いします。

お電話お待ちしております。

つきたての美味しい
お米で新年を！！

申  込  先 もちっこ
 河内商店
   ＫＡＷＡＵＣＨＩ

お供もち・雑煮もち

お供もち（１組）
大　　1,050 円
　　 750円
　　 450円
　　 300円

雑煮もち１升
　　（約３５個分）
2,150 円

正月用
杵つき餅

（税込価格）

（税込価格）

　TEL. 6-1211　FAX.6-1212

定住促進係　TEL.7-8131　農林水産係・観光商工係  TEL. ７-8777

　TEL.6-0450　FAX.2-2247

別 府 支 所   TEL. ７-8101　　　　　 地域振興課　FAX.7-8025

　TEL.6-1748  FAX.6-0186

　 TEL. 6-0171　FAX.6-1028

町長が町民の皆様のご意見、ご要望をお聞きするための FAX6-1819

TEL.6-1182　FAX.6-1183

　TEL.6-0105　　 　TEL.6-0103　　 　TEL.6-0104

　TEL（08514）6-0101　FAX　6-0683

※町内無料電話を利用する場合、番号の頭に「５」をつけて電話すると無料電話になります。

　TEL.6-1338(FAX兼用 )

（浦郷シルバー会館）

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
は
、
自
治
総

合
セ
ン
タ
ー
が
宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広
報

事
業
と
し
て
、
宝
く
じ
の
受
託
事
業
収
入

を
財
源
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に
必

要
な
設
備
の
整
備
等
に
助
成
を
行
う
事
業

で
す
。

　

船
越
区
で
は
、
こ
の
事
業
を
活
用
し
て

エ
ア
コ
ン
等
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
促
進

を
図
る
た
め
の
備
品
の
整
備
を
行
い
ま
し

た
。
新
し
く
な
っ
た
用
具
を
使
っ
て
、
今

ま
で
以
上
に
活
動
を
盛
り
上
げ
て
い
っ
て

頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

平
成
29
年
１
月
１
日
か
ら
改
正
育
児
・
介
護
休
業
法
・
改
正
男
女
雇
用
機

会
均
等
法
が
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
育
児
・
介
護
休
業
規
定
の
整
備
（
①
介
護
休
業
の
分
割
取
得　

②
介
護
の
た
め
の
所
定
外
労
働
の
免
除
③
子
の
介
護
休
暇
・
介
護
休
暇
の
半
日
取

得　

④
有
期
契
約
労
働
者
の
育
児
休
業
等
の
取
得
要
件
の
緩
和
等
）
や
、
妊
娠
・

出
産
・
育
児
休
業
等
に
関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
事
業

主
に
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

詳
し
い
お
問
合
せ
先

島
根
労
働
局
雇
用
環
境
・
均
等
室

（
松
江
市
向
島
町
１
３
４
‐
１
０
松
江
地
方
合
同
庁
舎
５
階
）

電
話
：
０
８
５
２
‐
３
１
‐
１
１
６
１

月
曜
日
〜
金
曜
日
（
年
末
年
始
・
祝
祭
日
は
除
く
）
の
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時
15
分


